
Ⅰ 組織及び所掌事務・予算概要





１　組織図及び工芸関係所掌事務

　

　 　

　 　

工芸振興センター(９名)

工芸・ﾌｧｯｼｮﾝ産業班(７名)

【工芸振興センターの事務分掌】

１ 工芸に関する技術者の育成に関すること
２ 工芸に関する技術支援に関すること
３ 工芸に関する製品開発の支援及び原材料等の調査分析に関すること
４ その他工芸の振興に関すること
５ 庶務に関すること

【工芸・ファッション産業班の事務分掌】

１ 産業工芸及び伝統工芸の振興に関すること。
２ 工芸技術の改善指導に関すること。
３ 工芸品の原材料の確保及び供給体制の確立に関すること。
４ 工芸品の流通対策に関すること。
５ 工芸技術者・技能者等の指導に関すること。
６ 工芸関係団体の指導育成に関すること。
７ 工芸産業振興審議会に関すること。
８ ファッション産業に関すること。

製造産業班(９名)

バイオ産業班(５名)

伝統工芸製品検査員(11名)

ものづくり振興課(23名)

産業雇用統括監

商工労働部長

も
の
づ
く
り
振
興
課
長

副
参
事
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２　工芸関係行政組織の沿革

施行年月日

昭和47年12月1日

昭和49年4月1日

昭和50年8月1日

昭和51年4月1日

昭和53年4月1日

昭和58年4月1日

平成8年4月1日 工芸産業課の工芸企画係及び工芸振興係を廃止

平成11年4月1日

平成17年4月1日

工芸指導所を企画部に移管

平成18年4月28日

平成18年4月1日

平成19年4月1日 工芸指導所を廃止し、商工振興課内に工芸技術支援センターを新設

平成24年4月1日

令和4年1月2日

令和4年3月1日

令和4年4月1日

　　工芸振興センターがおきなわ工芸の杜施設内に移転

　　工芸産業振興拠点施設として「おきなわ工芸の杜」が完成

　　商工振興課から工芸技術支援センターを分離し、工芸振興センター
　として出先機関に位置付ける

財団法人沖縄県工芸振興センターを設立

財団法人沖縄県工芸振興センターを解散

商工労働部に観光文化局（観光開発課、観光指導課、文化振興課及
び工芸産業課を統括）を新設

伝統工芸課を工芸産業課に、伝統工芸企画係を工芸企画係に、伝統
工芸振興係を工芸振興係に名称変更

商工振興課をものづくり振興課に名称変更、工芸産業班を工芸・
ファッション産業班に名称変更

工芸指導所の庶務課、染織課、木漆工課を廃止し、工芸支援班及び
工芸研究班を新設

　　おきなわ工芸の杜供用開始

改　　　　正　　　　事　　　　項

沖縄県工芸産業振興審議会を新設（事務局：商工課）

商工労働部に伝統工芸課を新設し、伝統工芸企画係及び伝統工芸
振興係を設置

商工労働部に伝統工芸指導所を設置し、工業試験場染織課及び木
工試験課を伝統工芸指導所染織課及び木工試験課に移設

工業振興課と工芸産業課を統合し、工業・工芸振興課へと名称変更

工業・工芸振興課と商業貿易課を統合し、商工振興課へと名称変更

伝統工芸指導所を工芸指導所に名称変更

伝統工芸指導所に庶務課を新設

伝統工芸指導所の木工試験課を木漆工課に改称
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千
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千
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千
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千
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千
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千
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千
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(
1
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,
9
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千

円
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(
3
,
0
0
0
千

円
)

工
芸

原
材

料
供

給
強

化
・

調
査

事
業

(
0
千

円
)

工
芸

品
原

材
料

確
保

事
業

沖
縄

県
工

芸
産

業
振

興
審

議
会

費

5
,
0
1
3
千

円

(
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,
3
5
6
千

円
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0
千

円
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令
和

４
年

度
工

芸
産

業
振

興
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算
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要

工
芸
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育
成
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部
門
別
施
策

施
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項
目

(1
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重
点

施
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体
系

事
項

名

(
1
,
9
4
1
千

円
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(
1
9
,
8
8
8
千

円
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工
芸

振
興

セ
ン

タ
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運
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費
(
3
4
,
0
0
3
千

円
)

セ
ル
フ

プ
ロ

デ
ュ

ー
ス

力
強

化
工

芸
研

修
事

業

工
芸

技
術

指
導

費

2
0
,
9
9
3
千

円

製 造 業 等 地 域 産 業 の 振 興

商 工 業 の 振 興

地 域 を 支 え る 企 業 の 育 成 と 創 出

工
芸

研
究

費
（

単
独

）

高
度

工
芸

技
術

者
養

成
事

業
費

工
芸

産
業

パ
ワ

ー
ア

ッ
プ

事
業

1
,
1
6
0
千

円

工
芸

産
業

流
通

対
策

費

工
芸

･
ﾌ
ｧ
ｯ
ｼ
ｮ
ﾝ
産

業
班

沖
縄

工
芸

ふ
れ

あ
い

広
場

事
業

沖
縄

工
芸

ブ
ラ

ン
ド

戦
略

策
定

事
業

(
1
1
,
9
5
3
千

円
)

工
芸

品
宣

伝
普

及
事

業
費

(
2
1
,
0
8
4
千

円
)

(
1
,
5
0
9
,
6
1
6
千

円
)

2
1
,
0
8
4
千

円

1
8
,
9
3
1
千

円

3
,
0
0
0
千

円

(
0
千

円
)

(
3
5
8
千

円
)

工
芸

研
究

費

(
1
1
1
千

円
)

お
き

な
わ

工
芸

の
杜

整
備

事
業

島
工

藝
お

き
な

わ
販

路
拡

大
推

進
事

業

3
5
8
千

円

織
物

検
査

事
業

費

お
き

な
わ

工
芸

の
杜

指
定

管
理

費

(
0
千

円
)

1
,
1
6
0
千

円

2
3
,
0
1
9
千

円

3

工
芸

振
興

セ
ン

タ
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(
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1
,
8
2
9
千

円
)
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9
7
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9
9
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千

円

事
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名

1
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,
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0
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千

円
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0
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千

円

2
3
8
,
2
2
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千

円
(
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千

円
)

2
5
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,
2
1
7
千

円
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千

円
(
6
8
,
5
1
4
千

円
)
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芸

技
術
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援

費

(
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千

円
)

3
7
,
6
2
0
千

円

(
1
,
0
9
4
千

円
)

(
1
0
2
,
5
1
7
千

円
)

運
営

費

工
芸

振
興

セ
ン

タ
ー

移
転

整
備

事
業

旧
工

芸
振

興
セ

ン
タ

ー
跡

地
整

備
事

業



（
単
位
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千
円
）
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算
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芸
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材
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業

9
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費

4
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興

審
議
会
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3
5
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1
5
6
,
0
9
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（
2
4
，

4
4
2
）

5
織
物
検
査
事
業
費

2
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,
0
8
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,
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0
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に
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づ
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査
対

象
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染
織

物
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い
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県
営
検
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施
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、
品
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及
び
改
善
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図
る

。
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風

原
織

物
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島
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○
読
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(2
)　

令
和

４
年

度
工

芸
・
フ

ァ
ッ

シ
ョ
ン

産
業

班
業

務
概

要
　

①

4

施
策
事
項
名

主
要

事
業

事
業
の
内
容

事
業
名

4
,
4
1
9

　
県

内
で

工
芸

品
を

製
造

し
、

高
度

な
技
術
・
技
法
を
保
持
す
る
者
を
「
沖
縄
県
工
芸
士
」
と
し
て
認
定

し
、

工
芸

品
製

造
者

の
意

欲
の

高
揚

を
図
る
と
と
も
に
、
社
会
的
評
価
を
高
め
、
そ
の
地
位
向
上
と
後
継

者
の

育
成

確
保

に
資

す
る

。
　

令
和

４
年

度
は

1
2
名

の
沖

縄
県

工
芸
士
を
認
定
し
た
。

1

　
本

県
に

お
け

る
経

済
産

業
大

臣
指

定
の
伝
統
的
工
芸
品
や
そ
の
他
の
工
芸
品
を
展
示
紹
介
す
る
ほ
か
、

即
売

や
実

演
・

制
作

体
験

を
行

う
な

ど
の
総
合
的
な
催
事
を
実
施
す
る
。

沖
縄
工
芸
ふ
れ
あ
い
広

場
事
業

工
芸
人
材
育
成
事
業

（
後
継
者
育
成
事
業
）

　
工

芸
産

業
振

興
開

発
に

関
す

る
重

要
事
項
を
調
査
審
議
し
、
知
事
に
対
し
て
意
見
を
答
申
し
、
又
は
必
要
に
応

じ
て

意
見

を
具

申
す

る
。

　
後

継
者

の
確

保
育

成
の

た
め

に
事

業
協
同
組
合
が
行
う
研
修
事
業
に
対
し
補
助
す
る
。
国
の
補
助
金
が

直
接

補
助

に
変

わ
っ

た
た

め
に

、
従

来
の
県
負
担
分
を
補
助
事
業
と
し
て
助
成
す
る
。

　
令

和
４

年
度

は
、

宮
古

織
物

、
石

垣
市
織
物
、
首
里
織
、
琉
球
絣
、
琉
球
び
ん
が
た
、
の
５
品
目
を
助

成
し

た
。

伝
統

的
工

芸
品

産
品

に
使

用
さ

れ
る

原
材
料
の
持
続
的
供
給
を
可
能
と
す
る
た
め
、
原
材
料
の
供
給
事
業
者
の
技

術
向

上
に

資
す

る
体

制
の

構
築

と
原

料
の
採
掘
可
能
地
域
を
調
査
し
、
持
続
的
な
原
材
料
供
給
体
制
の
構
築
を
図

る
。

○
第

2
9
回

沖
縄

工
芸

ふ
れ

あ
い
広
場

　
　

会
期

：
R
4
.
9
.
2
1
（

金
）
～
9
.
2
3
（
日
）
 
３
日
間

　
　

会
場

：
時

事
通

信
ホ

ー
ル
（
東
京
都
銀
座
）



（
単
位
：
千
円
）

予
算

額

工
芸
産
業
流
通
対
策
費

（
1
3
1
,
6
5
0
）

8
島
工
藝
お
き
な
わ
販
路

拡
大
推
進
事
業

3
1
,
2
5
0

9
お
き
な
わ
工
芸
の
杜
事

業
1
0
0

1
0

お
き
な
わ
工
芸
の
杜
指

定
管
理
費

8
1
,
3
6
9

合
　
計

1
7
0
,
1
9
5

5

施
策
事
項
名

主
要

事
業

事
業
の
内
容

事
業
名

　
「

お
き

な
わ

工
芸

の
杜

」
の

指
定

管
理
料

工
芸

産
業

の
活

性
化

を
図

る
た

め
、

沖
縄
独
自
の
魅
力
を
活
か
し
た
工
芸
品
等
の
認
知
度
向
上
及
び
販
売

強
化

を
促

進
す

る
。

　
「

お
き

な
わ

工
芸

の
杜

」
に

関
す

る
経
費
（
指
定
管
理
料
を
除
く
）
。

(2
)　

令
和

４
年

度
工

芸
・
フ

ァ
ッ

シ
ョ
ン

産
業

班
業

務
概

要
　

②

7

①
第

4
4
回

沖
縄

県
工

芸
公

募
展

　
沖

縄
の

優
れ

た
工

芸
品

を
公

募
し
、
コ
ン
ク
ー
ル
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
工
芸
従
事
者
の
意
欲

向
上

や
県

内
工

芸
品

の
宣

伝
普

及
を
図
る
。

1
8
,
9
3
1

　
県

内
外

に
お

け
る

市
場

の
開

拓
及

び
需
要
の
拡
大
を
図
る
た
め
、
展
示
会
の
開
催
及
び
他
団
体
主
催
の

展
示

会
へ

の
参

加
、

工
芸

製
品

新
ニ

ー
ズ
モ
デ
ル
創
出
事
業
及
び
か
り
ゆ
し
ウ
ェ
ア
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
事
業

を
行

う
。

③
か

り
ゆ

し
ウ

ェ
ア

パ
ブ

リ
シ

テ
ィ
事
業

　
か

り
ゆ

し
ウ

ェ
ア

を
県

内
外

へ
広
く
普
及
さ
せ
る
た
め
、
沖
縄
県
知
事
か
ら
政
府
要
人
に
対
し
、

か
り

ゆ
し

ウ
ェ

ア
の

贈
呈

を
行

い
、
メ
デ
ィ
ア
等
に
よ
っ
て
報
道
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
か
り
ゆ
し

ウ
ェ

ア
の

普
及

促
進

を
図

る
。

工
芸
品
宣
伝
普
及
事
業

費
②

工
芸

工
房

運
営

改
善

支
援

事
業

　
工

芸
業

界
に

お
い

て
活

躍
し

、
業
界
を
牽
引
で
き
る
よ
う
な
強
い
工
芸
事
業
者
を
育
て
る
た
め
、

プ
ラ

ン
デ

ィ
ン

グ
、

マ
ー

ケ
テ

ィ
ン
グ
、
工
房
経
営
な
ど
の
工
房
運
営
の
課
題
解
決
を
図
る
た
め
の

コ
ン

サ
ル

テ
ィ

ン
グ

を
行

う
。



事業主体

国、県、市町村、組合等

国、県、市町村、組合等

県

組合、工芸事業者

県

県、組合等

県

県、工芸事業者

関係機関、工芸議場者

関係機関、工芸議場者

工芸事業者

県、関係機関等

県

工芸事業者

県、原材料製造事業者

原材料製造事業者

原材料製造事業者

原材料製造事業者、工芸
事業者
原材料製造事業者、工芸
事業者
県、関係機関、工芸事業
者

県、関係機関等

県、関係機関、工芸事業
者

県、工芸事業者

県、組合等

県、組合等

県、組合等

県、組合等

国、県、工芸事業者

県、組合等

県、関係機関等

県、関係機関等

県

県、関係機関、工芸事業
者

工芸事業者

県、市町村、工芸事業者

県、工芸事業者

県

施策1
1．人材の確
保・育成

施策1
2.原材料の安定
確保

施策1
3.工芸的価値の
強化

施策2
1．「稼ぐ力」
の強化

(4)
産業支援機関によるセミナー等の活用

工房経営等に関す
る知識習得

(3)

教育機関等と工芸事業者、関係機関等との連携体制の構築

（令和４年度から令和８年度まで）

工房経営等に関する研修内容の充実化

歴史や特性、原材料、技法などストーリー性のある魅力の表
現

情報発信の強化と認知度向上

学生や工芸従事希望者に対するセミナー・情報発信等

原材料製造事業者
の確保・育成

品質の維持・向上

市場ニーズに対応
した商品開発・新
分野展開

原材料の必要量、賦存状況の把握

知的財産制度の活
用促進

条例や伝産法に基づく伝統工芸品の指定促進

ICT活用などによる県内外への情報発信の強化

伝統工芸従事者と関係機関とのネットワーク構築

県検査制度の徹底と拡充及び県証紙に関する情報発信の促進

代替原材料に関する試験研究・製品開発の実施

商品開発補助金

市場情報に関する情報発信、セミナー・研修

商品開発・デザイン・ICT・営業・金融・販売等の人材との
ネットワーク構築

(3)
代替原材料の開発
と利用の促進

安全な製品を提供できる体制の構築

検査制度に関する情報発信の強化

模倣品の流入実態の把握

(2)

(1)

代替原材料の情報提供及び利用促進

ブランド力の向上
と情報発信の強化

４　第９次沖縄県伝統工芸産業振興計画主要施策事業

安定確保に向けた
取組

後継者（作り手、原材料製造）育成事業の実施

推進方針

体験学習の受入拡充促進

施策

(1)

工芸振興センターにおける技術指導の拡充

技術指導や講習会等における外部専門家等の活用

事業・事業内容

(1)

(2)

原材料の栽培、植林等の促進

工芸従事者の確保
と育成

高度人材育成事業の充実化

工芸従事者の就労環境の向上

事業修了後の定着率の向上

工芸士認定制度

原材料生産における後継者育成・確保の促進

原材料生産技術の改善による品質の向上

(2)

(1)

先進技術の情報収集及び導入促進

教育機関等と工芸事業者との共同制作等の促進

原材料供給における分業化、外注の導入促進

県営検査制度の徹底と拡充

(2)

教育機関等と工芸
事業者の連携強化

工芸従事者の技術
向上

各産地組合における検査制度確立への支援

知的産業財産制度の普及・啓発と活用促進

新たな製品開発を支える技術・技法の開発
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事業主体推進方針 施策 事業・事業内容

県、組合等

県、関係機関等

県

県、関係機関等

県、関係機関、工芸事業
者

県、工芸事業者

県

県、関係機関等

工芸事業者

工芸事業者

県

県、関係機関、工芸事業
者

県、関係機関、工芸事業
者

県、関係機関、工芸事業
者
県、関係機関、工芸事業
者

工芸事業者

工芸事業者

県、工芸事業者

県、市町村、組合等

組合等

組合等

組合等

組合等

工芸事業者

県、関係機関等

県、関係機関等

県、関係機関、工芸事業
者

県、工芸事業者

県、関係機関

県、関係機関

県、関係機関、工芸事業
者
県、関係機関、工芸事業
者
県、関係機関、工芸事業
者
県、関係機関、工芸事業
者

県

県

県

施策2
2.経営力の強化

施策2
3.沖縄工芸の面
としての展開

施策3
1.商品開発、人材育成、起業促進の拠点
づくり

観光産業との連
携、観光需要の取
り込み

組合員の福利厚生の改善

(1)

(4)

中小企業団体中央会による組合向けセミナー、各種補助金等
の活用

検査制度の充実など品質の維持・向上に向けた取り組みへの
支援

工芸振興センター及びおきなわ工芸の杜を活用したネット
ワーク構築

他分野と連携した様々な新商品・サービス開発

消費客向け（製作体験、観光土産品、贈答用商品など）のプ
ロモーション強化への支援

工芸振興センターによる研修事業、技術支援、試験研究等

ターゲット客層毎に対応するPR素材等の整備

組合運営機能の強化

中小企業施策の利活用促進

市場ニーズに応じた商品開発・販路開拓や工房経営等に関す
る研修内容の充実化

観光関連事業者との連携体制構築

観光市場向けの様々な新商品・サービス開発

観光プロモーションにおける伝統工芸品活用

組合機能の充実

中小企業診断士や経営コンサルタント等の活用促進

沖縄のソフトパ
ワーを生かした工
芸産業の活性化

異分野・異業種とのマッチング

共同事業及び講習会等の拡充

(3)

貸し工房等による起業支援

販売促進支援補助金（仮）

(3)

中小企業診断士や経営コンサルタント等の活用促進

工房経営等に関する研修内容の充実化

おきなわ工芸の杜ホームページにおける工芸関連情報のプ
ラットフォーム

産業支援機関によるセミナー等の活用

収益力の向上と経
営基盤の強化

ICT活用に関する情報発信、セミナー・研修

おきなわ工芸の杜ホームページにおける工芸関連情報のプ
ラットフォーム

(1)
経営感覚に基づい
た事業運営・工房
経営

ICT活用

販売力の強化と販
路開拓

(4)

(2)

(3)

各分野の人材との
協働体制

流通事業者と連携した販路拡大・販売促進の促進

異業種間ネットワークによる新商品開発・新分野展開の促進

工芸従事者等の集積

インターネット等を活用した販売システムの構築促進

産地組合における社会保険制度導入の促進

事業体制のICT化の促進

流通事業者と連携した商品開発・販路開拓体制

外部資金獲得、活用にむけたノウハウの蓄積

(2)
文化芸能等他分野
との連携

歴史・文化施設等との相互連携

相互の客層・愛好家向けに、魅力の情報発信

若手同士の異分野・異業種交流による次世代育成

未利用資源を活用した新たなビジネスモデルの創出
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事業主体推進方針 施策 事業・事業内容

県

県

県

県

県、関係機関

県

県、工芸事業者

県

県

県

県

県、関係機関、工芸事業
者

県、関係機関

県、関係機関、工芸事業
者
県、関係機関、工芸事業
者
県、関係機関、工芸事業
者

県

県

県

県、関係機関、工芸事業
者
県、関係機関、工芸事業
者

他分野と連携した様々な新商品・サービス開発

施策4
1.多様性・独自性をもつ琉球文化の再認
識

施策4
2.琉球文化を活用した産業振興

工芸振興センター等によるコーディネート機能

伝統工芸事業者等による共同研究の促進

おきなわ工芸の杜における、展示、情報発信、工芸体験

施策3
2.技術指導体制の強化及び共同研究等に
よる課題解決、商品開発等

おきなわ工芸の杜ホームページの充実化

消費者・観光客向け工芸イベント等情報発信の拡大

工芸従事者向け支援情報の一元化

外部資金獲得、活用にむけたノウハウの蓄積

工芸振興センターによるコーディネート機能

伝統工芸事業者、研究機関等との共同研究の促進

試験研究・商品開発、技術支援体制の強化

専門技術員の支援ノウハウ力等の向上

他の公設試験研究機関との連携強化

情報の集約と発信機能の充実

共同工房等による商品開発促進

異業種間ネットワークによる新商品開発の促進

本県工芸に関する情報発信の強化

工芸フェア出展等、工芸に触れる機会の創出

施策3
3.工芸関連情報の集約・発信

新たな支援体制の構築

新ビジネスや新商品のシーズの事業化

異分野・異業種とのマッチング

施策3
4.工芸従事者及び異業種等とのネット
ワーク構築
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